
犯罪による収益の移転防止に関する法律の改正に伴う実質的支配者の確認のお願い（法人のお客さま）

犯罪による収益の移転防止に関する法律（以下「犯収法」とします。）が改正されたことに伴い、2016年１０月１日から法人のお客さまにおける実質的支配者の定義
が変更になっております。
法人のお客さまにおかれましては、資本多数決法人である場合（株式会社、有限会社等）は、以下の左の図に従って、資本多数決法人でない場合（一般社団法人、

一般財団法人、学校法人、医療法人、社会福祉法人等）は、以下の右の図に従って実質的支配者をご判断いただき、その方の氏名、住居、生年月日をご申告ください。
なお、既に当組合でお取引いただいているお客さまにおかれましても、実質的支配者の定義の変更に伴い、改めてご確認をさせていただく場合がございますので、

ご了承ください。
お客さまにはお手数をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い申し上げます。



実質的支配者の直接保有・間接保有について
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